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■流域治水プロジェクト2.0

■特定都市河川制度を活用した流域治水の推進

■流域治水の取組事例

（北海道）民間企業との連携
（東北） 「田んぼダム」の普及
（関東） 地域防災リーダーの育成
（北陸） 国・県・市の連携した対応
（中部） 特定都市河川制度の活用
（近畿） 河川空間の多目的活用
（中国） 防災集団移転促進事業
（四国） 自治体における条例の策定
（九州） 関係機関と協力した防災教育の推進
（九州） 大学のグラウンドを活用した貯留施設
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あらゆる関係者と協働する
体制として協議会を設置

流域治水協議会開催の様子

流域治水プロジェクト2.0

○ 全国109の一級水系全てにおいて、総勢2000を超える国、都道府県、市町村、民間企業等の機関が参画し、流域治水協議会を設置。
○ 地方整備局に加え、地方農政局や森林管理局、地方気象台が協議会の構成員として参画するなど、省庁横断的な取組として推進。

流域治水プロジェクト 流域治水プロジェクト2.0

「流域治水プロジェクト」は、国、流域自治
体、企業等が協働し、河川整備に加え、雨水
貯留浸透施設や土地利用規制、利水ダムの事
前放流など、各水系で重点的に実施する治水
対策の全体像を取りまとめたものであり、
R2年度に全国109の一級水系、R5年度まで
に約600の二級水系で策定・公表。

今後、関係省庁と連携して、プロジェクトに
基づくハード・ソフト一体となった事前防災
対策を一層加速化するとともに、対策の更な
る充実や協働体制の強化を図る。

<流域治水プロジェクトの見える化>

気候変動の影響により当面の目標としている
治水安全度が目減りすることを踏まえ、流域
治水の取組を加速化・深化させる。このため
に必要な取組を反映し、R5年度に『流域治
水プロジェクト2.0』に更新。

2℃に抑えるシナリオでも2040年頃には降雨量が約1.1倍、
流量が1.2倍、洪水発生頻度が2倍になると試算

⇒現行の河川整備計画が完了したとしても治水安全度は目減り
グリーンインフラやカーボンニュートラルへの対応
インフラDX等の技術の進展

現状・課題

気候変動下においても、目標とする治水安全度を早期に確
保するため、あらゆる関係者による、様々な手法を活用し
た、対策の一層の充実を図る

必要な対応

関係者間で
気候変動へ
の対応手法
を検討し、
認識を共有

＜例＞荒川水系（東京ブロック）流域治水協議会
【構成員】

・千代田区
・中央区
・港区
・新宿区
・文京区
・台東区
・墨田区
・江東区
・渋谷区
・中野区
・杉並区
・豊島区
・北区
・荒川区
・板橋区
・練馬区

・東京都
・気象庁東京管区
気象台

・国土交通省

＜オブザーバー＞
・農林水産省
関東農政局

・関東地方環境
事務所

・JR東日本
・京成電鉄
・川口市
・蕨市
・戸田市

・足立区
・葛飾区
・江戸川区
・立川市
・武蔵野市
・三鷹市
・青梅市
・小金井市
・小平市
・東村山市
・東大和市
・清瀬市
・東久留米市
・武蔵村山市
・西東京市
・瑞穂町 2



○太田川水系では、流域治水を計画的に推進するため、令和2年8月「太田川流域治水協議会」を設立し、令和3年3月に
太田川水系流域治水プロジェクトを策定。その後、気候変動の影響による降水量の増大に対して、早期に防災・減災
を実現するため、流域のあらゆる関係者による、様々な手法を活用した対策の一層の充実を図り、太田川水系流域治
水プロジェクト2.0を令和5年8月に策定。国、県、地元自治体等が連携して「氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための
対策」、「被害対象を減少させるための対策」、「被害の軽減、早期の復旧・復興のための対策」を実施していくこ
とで、社会経済被害の最小化を目指す。

太田川水系 流域治水プロジェクトの内容

出席者議題日時

広島市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、府中町、安芸
太田町、北広島町

広島県（農林水産局、西部建設事務所、西部建設事務所
東広島支所、西部建設事務所廿日市支所、西部建設事務
所安芸太田支所、広島湾港湾振興事務所）

気象庁広島気象台
林野庁近畿中国森林管理局 広島森林管理所
国土交通省中国地方整備局 太田川河川事務所

広島西部山系砂防事務所
温井ダム管理所

農林水産省中国四国農政局 農村振興部
国立研究開発法人森林研究・整備機構

森林整備センター 広島水源林整備事務所

（オブザーバー）
農林水産省中国四国農政局 農村振興部

洪水調節機能強化対策官
中国電力株式会社 西部水力センター長

・太田川水系流域治水プロジェクト
【中間とりまとめ】

R2.9.28
(書面開催)

第1回令
和
２
年
度

・太田川水系流域治水プロジェクト
【案】 本編
【案】 参考資料

R3.3.17
(書面開催)

第2回

・太田川水系流域治水プロジェクト
【位置図】
【位置図】グリーンインフラ
【ロードマップ】

R4.2.18
(書面開催)

第1回令
和
３
年
度 ・太田川水系流域治水プロジェクト

【事業効果(大臣管理区間)の見える化】
【流域治水の具体的な取組】

R4.3.22
(書面開催)

第2回

・太田川水系流域治水プロジェクトについ
て各機関の取り組み状況の報告

R5.6.7第1回令
和
５
年
度

・太田川水系流域治水プロジェクト2.0【案】R5.8.4第2回

・太田川水系流域治水プロジェクト2.0【案】R6.3.1第3回

・流域治水の自分事化計画についてR6.5.16第1回
令
和
6

年
度

太田川流域治水協議会の開催状況

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

・高潮堤防・護岸整備、河道掘削、堤防整備、排水機場整備 等
・既設ダムの有効活用及び新規ダムの調査・検討
・ポンプ場の改築等 ・調整池の改良、貯留管等の整備
・雨水幹線の整備、改築 ・雨水の流出抑制に関する指導
・森林の整備・保全、治山施設の整備
・利水ダム等(温井ダム、立岩ダム、樽床ダム等9ダム)における
事前放流の実施、体制構築(関係者：国、中国電力(株)等)

・砂防堰堤の整備 ・土砂・洪水氾濫対策の検討
・改修又は廃止する農業用ため池について活用を推進
・農地等の保全 等

■被害対象を減少させるための対策

・立地適正化計画における防災指針の作成
・止水板の設置に対する助成
・市街化区域内の土砂災害特別警戒区域を市街化調整区域に編入
・まちづくりとの連携(災害に強いまちづくり)

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

・多機関連携型タイムラインの推進
・出前講座を活用した防災教育の推進
・水防訓練の実施
・洪水時の河川情報の見える化(水位・映像等)
・ハザードマップの作成・周知
・水防活動の効率化及び水防体制の強化
・洪水予想の高度化
・河川管理施設の自動化・遠隔化(DX)
・デジタル技術を活用した災害リスクの可視化(DX)
・三次元河川管内図の整備(DX)
・BIM/CIM適用による三次元モデルの積極的な活用(DX)
・水害リスクデジタルマップの拡充・オープンデータ化(DX)
・まちづくりとの連携(防災拠点の整備)
・マイタイムラインの作成支援
・要配慮者利用施設の避難確保計画の作成支援
・民間企業におけるBCP作成支援 等

令和5年度 第1回 太田川流域治水協議会の様子
（対面＆WEB形式にて実施）

令和5年度 第2回 太田川流域治水協議会の様子
（対面＆WEB形式にて実施）

流域治水プロジェクト2.0（広島県 太田川水系の事例）

3



流域治水プロジェクト2.0（広島県 太田川水系の事例）
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：主な変更箇所



流域治水プロジェクト2.0（広島県 太田川水系の事例）
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流域治水プロジェクト2.0
○ 流域治水の最新動向について情報提供及び先行河川の事例を参考に、流域治水に携わる各担当者のスキルの底上げ
を図ることを目的に、「流域治水に係る地方行政担当者向け意見交換会」を地方ブロック毎に開催。

○ 国交省・農水省・林野庁の担当者も参加し、流域治水施策に関する新たな制度や取組みを共有。

１日目の概要

■日 時：令和６年７月17日（水）14:00～17:00
■会 場：大洲市役所 ２階大会議室（WEB併用）
■参加人数：対面85名、WEB 約200名
■次 第：

○各省庁各局からの情報提供
国土交通省 水国局・都市局・住宅局
農林水産省、林野庁、(独)UR都市機構

○講演 小さな「流域治水」のすすめ
～流域治水の展望と課題～

滋賀県立大学環境科学部 瀧健太郎教授

○四国地方での取組状況の共有

以下の機関より取組状況を紹介。
・徳島県；徳島県水管理条例

・香川県；ため池の保全・活用

・愛媛県；えひめ流域治水推進プロジェクトチーム

・高知県；日下川の特定都市河川指定

・大洲市；水災害リスクを踏まえた防災まちづくり

・中国四国農政局；「田んぼダム」キャラバン

・四国森林管理局；治山対策、森林整備対策

会場の様子

本省 治水課
栗本課長補佐

滋賀県立大学
瀧 教授

○会場からの意見
・瀧先生の講演を聞いて、会場のみなさんも、流域治水を
やれそう、楽しそう、取り組んでみたいという気がしてきたと思う。
その気持ちを持ち帰って一歩でも進めてほしい。
・大洲市の「流域治水の目指す姿」の
Scope１～３（まず自分→地域へ→流域へ）
の設定に胸を打たれた。
・今後、県内の河川整備計画を策定・変更するうえで、
流域治水の観点で今後も検討していきたい。

２日目の概要

■日 時：令和６年７月18日（木）8:30～12:00
■現 場：大洲市、西予市
■参加人数：約80名
■視察内容：

○都谷川箇所
・愛媛県；都谷川流域水害対策の概要
・大洲市；大洲地域のまちづくりの説明
・大洲河川国道事務所；都谷川排水機場整備

○冨士山展望台
・大洲河川国道事務所；肱川の特徴、H30.7豪雨の概要

○河川激甚災害対策特別緊急事業箇所
・大洲河川国道事務所；肱川緊急治水対策（ハード対策）

○西予市田んぼダム
・西予市；西予市田んぼダムの取組について

都谷川箇所

冨士山展望台

河川激甚災害対策
特別緊急事業箇所

西予市田んぼダム箇所
講演資料：小さな「流域治水」のすすめ

＜例＞四国ブロック流域治水行政担当者会議
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②
流
域
水
害
対
策
協
議
会

設
置

③
流
域
水
害
対
策
計
画

策
定

浸
水
被
害
防
止
に
向
け
て
対
策
を
実
施

■特定都市河川指定から対策実施までの流れ

①
特
定
都
市
河
川

指
定

【河川整備】
・河道掘削
・遊水地の整備
・排水機場の整備
・輪中堤の整備

【下水道整備】

【流出抑制対策】
・雨水浸透阻害行為の許可
・雨水貯留浸透施設の整備
・田んぼダムの取組
・ため池の活用

【保全調整池の指定】

【浸水被害防止区域の指定】

【貯留機能保全区域の指定】

など

要件１ 都市部を流れる河川

要件２ 著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれ

要件３ 河道又は洪水調節ダムの整備による浸水被
害の防止が市街化の進展又は当該河川が接
続する河川の状況若しくは当該都市部を流
れる河川の周辺の地形その他の自然的条件
の特殊性により困難

以下の要件１～３のすべてに該当

特定都市河川の指定要件

※

都
道
府
県
は
任
意

※

浸水被害防止の対策

特定都市河川制度を活用した流域治水の推進

○ 特定都市河川・流域では、河川整備の加速化とともに雨水の流出抑制や水害リスクを踏まえたまちづくり・住まい
方の工夫等の対策を推進。

○ そのために、①３つの要件を満たす河川を特定都市河川として指定後、②流域の関係者で構成する「流域水害対策
協議会」を設置し、③浸水被害防止の対策等をまとめた「流域水害対策計画」を策定。
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白地図（国土地理院）を加工して作成
水系が記載された河川は水系内の指定対象について検討中（図は本川直轄区間のみ表示）

法改正前 8水系 64河川

指定済み 30水系382河川

法改正後 22水系318河川

R4年度 4水系 86河川

（平成15年6月11日公布）
（平成16年5月15日施行）

（令和 3年11月1日 改正法全面施行）

約17年間

約3年間

R3年度 1水系 18河川

R5年度 11水系159河川

（令和７年１月２８日時点）

特定都市河川浸水被害対策法の
平成16年5月施行以降、

30水系382河川 が指定済み

改正法の
令和3年11月改全面施行以降、

22水系318河川 が指定済み

特定都市河川制度を活用した流域治水の推進

R6年度 6水系 55河川
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■特定都市河川の指定等の状況

【凡例】

◇ ： 法改正前 指定済み特定都市河川
◆ ： 法改正後 指定済み特定都市河川

下線 ： 特定都市河川等指定検討河川



特定都市河川制度を活用した流域治水の推進

貯留機能保全区域の指定

保全調整池の指定

浸水被害防止区域の指定

雨水貯留浸透施設の整備

雨水浸透阻害行為の許可

洪水・雨水を一時的に貯留する機能を有する
農地等を指定できる
• 指定権者：都道府県知事等
• 盛土等の行為の事前届出を義務化
• 届出内容に対し、必要に応じて助言・勧告
が可能

100m3以上の防災調整池を保全調整池
として指定できる
• 指定権者：都道府県知事等
• 埋立等の行為の事前届出を義務化

流域で雨水を貯留・浸透させ、水害リスク
を減らすため、公共に加え、民間による雨
水貯留浸透施設の設置を促進する
①雨水貯留浸透施設整備計画の認定
都道府県知事等が認定することができる
制度を創設
• 対象：民間事業者等
• 規模要件：≧30m3（条例で0.1–
30m3の間で基準緩和が可能）

②国有財産の活用制度
国有地の無償貸付又は譲与ができる

• 対象：地方公共団体

田畑等の土地が開発され、雨水が地下に浸
透せず河川に直接流出することにより水害リ
スクが高まることがないよう、一定規模以上の
開発について、貯留・浸透対策を義務付ける

• 対象：公共・民間による1,000㎡※
以上の雨水浸透阻害行為

※条例で基準強化が可能

浸水被害が頻発し、住民等の生命・身体に著しい
危害が生じるおそれのある土地を指定できる
• 指定権者：都道府県知事
• 都市計画法上の開発の原則禁止(自己用住宅除く)
• 住宅・要配慮者施設等の開発・建築
行為を許可制とすることで安全性を確保

下水道整備

排水ポンプの
運転調整

移転等の促進
（まちづくりとの連携）

保全調整池
の指定貯留機能保全区域

の指定

校庭貯留

河川管理者による
雨水貯留浸透施設

の整備

宅地内排水設備に
貯留浸透機能を付加

雨水浸透阻害
行為の許可

浸水被害防止区域
の指定

浸水被害防止区域
の指定

河川整備

公園貯留

雨水貯留浸透施設
整備計画の認定

他の地方公共団体の負担

雨水貯留浸透施設の例

浸水被害被害防止区域における
居住誘導・住まいづくりの工夫のイメージ

貯留機能を有する土地のイメージ

居室

基準
水位

住宅・要配慮者施設等の
安全性を事前許可制とする

居室の床面が
基準水位以上

浸水被害防止区域

敷地の
嵩上げ

ピロティ等

移転

被災前に安全な土地への移転を
推進（防災集団移転促進事業※等）
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■特定都市河川制度に基づく取組み



特定都市河川制度を活用した流域治水の推進

○ 特定都市河川流域における関係者一体となった浸水被害対策を一層促進するため、令和３年11月に施行された改正
特定都市河川浸水被害対策法により、河川管理者、都道府県知事、市町村長、下水道管理者、当該特定都市河川が
接続する河川の河川管理者、その他の流域水害対策計画の策定主体が必要と認める者（学識経験者、河川協力団体、
住民等、雨水貯留浸透施設設置者等）も参画する『流域水害対策協議会制度』が創設。

河川管理者

下水道管理者

都道府県知事

市町村長

接続河川の
河川管理者

学識経験者※

民間事業者等※

住民※（地域の
防災リーダー等）

＜協議会の構成イメージ＞

＜協議事項＞

・流域水害対策計画の作成に関する協議
・流域水害対策計画の実施に係る連絡調整

＜例＞大和川流域水害対策協議会

【構成員】

・近畿地方整備局（局長、建政部長、河川部長）

・奈良県（知事、総務部長、危機管理監、水循環・森林・景観環境部長、
食と農の振興部長、県土マネジメント部長、地域デザイン推進局長）

・流域内25市町村の長
・下水道管理者
・近畿農政局（農村振興部長）
・奈良森林管理事務所長
・近畿地方環境事務所長
・奈良財務事務所長
・奈良地方気象台長
・奈良県防災士会理事長 大和川流域水害対策協議会の設立

＜大和川流域水害対策計画の策定（R4.5）＞

10

■流域水害対策協議会



特定都市河川制度を活用した流域治水の推進

○ 特定都市河川浸水被害対策法に関する各制度の円滑な活用促進・横の連携構築のため、実務担当者会議を開催。

■日 時 〔会議〕令和6年2月6日（火）14:00～17:00
〔現地〕令和6年2月7日（水） 9:30～10:30

■会 場 〔会議〕中国地整建政部棟 3階 第1・2会議室
〔現地〕大州雨水貯留池（マツダスタジアム地下）

■参加者 対面：約70名、WEB：約250名
■次 第
○本省からの連絡事項
○各地域の取り組み紹介 広島県、愛媛県、佐賀県
○先行事例紹介
・雨水浸透阻害行為に係る許可審査事務（大阪府,大阪市,東大阪市）
・区域指定の検討状況（奈良県）
○提案議題検討

＜意見交換・事例共有の主な内容＞
①雨水浸透阻害行為に係る許可審査事務の体制について
・県で審査マニュアルを作成し、審査事務を移譲している市に活用頂いている。必要に応じ、市からの相談を受け付け。
・許可審査事務を専任で行う職員1名、他業務との兼務で2名の計3名体制で年間100件以上の事務を遂行。窓口や
記載項目・書類不備の事務的チェックのため、非常勤職員の導入事例もあり（技術的判断は土木職員が担当）。
・開発規模に応じて、本庁と出先で役割分担しながら体制構築することを検討中。
②雨水浸透阻害行為の許可審査の基準について
・流出係数等について、条例等により独自に基準を持っている場合においても、法・独自基準の双方を包含する調整池
等を整備するよう事業者に対して指導している事例が多数。
・プラスチック製の貯留施設等、民間では新技術の開発も進んでおり、許可側の知見のアップデートも必要。
・開発規模を分割・時期をずらして申請する申請逃れや、無許可開発への対応について先行自治体より紹介あり。
見落としを防ぐため、他部局との日頃からの連携・情報共有や開発行為に対してまずは一報が入る環境づくりが重要。

③その他
・困りごとを気軽に相談し合える、担当者間のネットワークを構築することは重要。

○現地視察（２日目）
広島市案内のもと、大州雨水貯留池を視察

○会議（１日目）＜例＞西日本ブロック特定都市河川実務担当者会議
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■特定都市河川浸水被害対策法に関する実務担当者会議



流域治水の取組事例（渚滑川／民間企業との連携）
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北海道



流域治水の取組事例（宮城県／「田んぼダム」の普及）
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東北



流域治水の取組事例（小貝川／地域防災リーダーの育成）
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関東



流域治水の取組事例（手取川／国・県・市の連携した対応）
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北陸



流域治水の取組事例（中村川・波瀬川・赤川／特定都市河川制度の活用）
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中部



流域治水の取組事例（大和川／河川空間の多目的活用）

17

近畿

■内外水対応型遊水地のイメージ図
大和川からの外水だけでなく内水も流水地内に取り
込むことで、内水氾濫による浸水被害の抑制に貢献

外水取込

内水取込



流域治水の取組事例（江の川／防災集団移転促進事業）

18

中国

■移転事業のイメージ

河川事業で堤防を整備する代わりに、
防災集団移転促進事業で移転すること
で、浸水リスクを回避・低減

江の川 HWL

災害危険
区域に指定

災害危険区域に指定



流域治水の取組事例（日下川／自治体における条例の策定）

19

四国

出典：高知県 日高村HP

■居室の床高を規制

■貯留浸透阻害行為の届出

○×



流域治水の取組事例（本明川／関係機関と協力した防災教育の推進）

20

九州



整備後のグラウンド

筑後川水系流域治水プロジェクト◆概要
平成30年7月豪雨を受け、令和２年３月に国・県・市で「下弓削川・江川総合内水対策計画」を策定した。そのハード対策のひとつとして

、久留米大学周辺及び下弓削川流域の浸水被害軽減を目的に、久留米大学御井キャンパスの敷地内に貯留施設の整備を行います。

◆ハード対策概要（久留米大学貯留施設 位置図）

最大貯留容量: 21,800m3(110m×154m×1.3m)
※２５ｍプール（２５ｍ×１３ｍ×１．３ｍ）約5２杯

分

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ掘下式 約２ｍ

◆貯留施設配置図

①流入管
1.1m×1.0m 2基

②貯留池

③放流管
φ800

井田川（幹線排水路）を流れる雨水を久留米貯留施設に貯留（貯留容量最大 21,800m３）することで

〇下弓削川下流域の浸水被害軽減
〇久留米大学周辺の浸水被害軽減

↑

◆貯留施設概要

◆事業の効果

・R2年7月 東合川地区

▼ JR久大線千本杉踏切付近
（R元年8月撮影）

久留米駅方面

▼東合川付近の浸水状況

（H30年7月撮影）

井田川
↓

井田川
（井田川1号雨水幹線）

平常時

大雨時

グラウンドとして利用

雨水を貯留

110m

154m

▽整備前のグラウンド面
（最大２ｍ程度掘り下げ）

◆市と大学が整備に関する覚書を締結

～官民連携して浸水対策～

令和3年6月2日締結式の様子

① ②

①

①

下

：下水道事業として整備

下

下

②

◆浸水被害の状況

久留米大学貯留施設

下
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流域治水の取組事例（筑後川／大学のグラウンドを活用した貯留施設） 九州


